
  

題名：ＰＴＡ会員の皆様へ 

本文： 

日頃より、吉川市ＰＴＡ連合会、各校ＰＴＡ活動にご理解、ご協力いただき

ましてありがとうございます。 

 新型コロナウィルスの影響により、埼玉県では、緊急事態宣言の発令のもと

に不要不急の外出が制限されることになり、吉川市ＰＴＡ連合会としては、5

月 6日までの自粛要請としてとらえ、以下の通りに 12校共通事項として変更し

て参ります。 

 

①1学期中のＰＴＡ活動を中止とし、2学期からの活動とする 

 ただし、2 学期からの活動を見据えての最低限度の活動は除くものとします。 

②総会について、 

 9月初旬の総会を想定し、書面審議でも可とする。 

 

詳細につきましては、学校からの保護者メールや学校のホームページ、配布

物資料等で後日お知らせします。                               

 

 今後事業計画が変更になることも予想されます。その都度柔軟な対応をして

いきたいと思っておりますので皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

                          吉川市ＰＴＡ連合会 

                       吉川市立旭小学校ＰＴＡ 


